
成年被後見人等宛て通知書等の送付先住所（登録・変更・廃止）届

（宛先）舞鶴市長　様

　市から本人（成年被後見人等）宛に送付される通知書等は、成年後見人等宛に送付するよう届け出るとともに、
所管課で情報を共有することに同意します。本人が被保佐人又は被補助人である場合は、この届出書の提出及び
前述の情報共有について、本人の同意を得ていることを申し添えます。なお、送付先登録に伴う一切の責任につ
いては、申請者（成年後見人等）が負います。本届出内容について変更（廃止）がある場合は、速やかに「変更
（廃止）届」を提出します。

届出日 年　　　月　　　日　

ﾌﾘｶﾞﾅ

本人との関係

□ 成年後見人 □ 保佐人

氏　名 □ 補助人 □ 任意後見人

住　所

〒　　　　− 電話番号

送付先

住　所

□ 申請者住所と同じ

□ 申請者住所と異なる（※事務所等を送付先に設定される場合は下欄に記入してください）

〒　　　　− 電話番号

※郵便物の宛名に本人（被後見人等）の氏名を記載する場合がありますのでご了承ください。

本　人 ﾌﾘｶﾞﾅ
生年月日 年　　　月　　　日　

氏　名

住　所

〒　　　　− 電話番号

区　分 □ 被後見人 □ 被保佐人 □ 被補助人

※被保佐人、被補助人の場合 → □ この届書の提出及び情報共有について、本人の同意を得ている。

添付書類 □ 登記事項証明書の写し（発行後３ヶ月以内） □ 代理行為目録（保佐、補助、任意後見の場合）

□ 本人確認書類 □ 送付先の分かる書類

■送付先の登録を希望する通知書等の項目にチェックをしてください。

担当課 項　目 全て 通知種別を指定する場合

税務課 市税等 □ □ 市府民税 □ 軽自動車税 □ 固定資産税

保険医療課 国民健康保険 □ 資格・賦課・収納・給付関係

□ 資格・賦課・収納・給付関係

福祉医療 □ 資格、給付関係

高齢者支援課 介護保険 □ 資格・賦課・収納・認定・給付関係

福祉援護課 生活保護 □ 生活保護関係

健康づくり課 各種健(検)診 □ 健(検)診関係

経営企画課 上下水道 □ 上下水道料金関係

住宅課 市営住宅 □ 市営住宅関係

申請者

（窓口業務受託業者）

（成年後見人等）

（成年被後見人等）

（マイナンバーカード、運転免許証等の写し） （送付先が申請者住所と異なる場合）

後期高齢者医療制度

※届出日時点で、選択された制度に該当しない場合は設定いたしません。一度制度を外れた場合は再度お手続が必要です。

　また、届出日時点で、発送準備が整っている通知書等については、変更前住所に届くことがありますのでご了承ください。

※届け出した日から、送付先変更が完了するまでに数日かかることがあります。



【送付先（登録・変更・廃止）対象書類】

担当課 項　目 通知種別 対象者 対象となる通知等

税務課 市税等

保険医療課 国民健康保険

福祉医療

高齢者支援課 介護保険

福祉援護課 生活保護

健康づくり課 各種健(検)診

経営企画課 上下水道

住宅課 市営住宅

市府民税 市税等納税義務者 ・市税に関する全ての通知

固定資産税

軽自動車税

資格・給付・保険料
国民健康保険被保険者
がいる世帯の世帯主

・国民健康保険に関するすべての通知

後期高齢者医療保険 資格・給付・保険料
後期高齢者医療制度
被保険者

・後期高齢者医療制度に関するすべての通知

福祉医療費助成 受給中の方 ・福祉医療費助成制度に関するすべての通知

資格・給付・保険料 介護保険被保険者
・介護保険の資格、賦課徴収、認定、給付に
　関するすべての通知

生活保護関係 受給中の方 ・生活保護に関するすべての通知

健(検)診
各種健(検)診等の
対象者

・各種検診に関する通知

水道料金関係
上下水道を
利用されている方

・上下水道料金に関するすべての通知

市営住宅関係 入居されている方 ・市営住宅に関するすべての通知

（窓口業務受託業者）


